
社
会
福
祉
法
人
あ

ゆ
み
の
家

社
会
福
祉
法
人
岐

阜
県
福
祉
事
業
団

指
定
を
受
け
た
者

の
名
称 号

外

二�
平

成
二
十
年

三

月
二
十
八
日

岐
阜
県
不
破
郡
垂
井
町

栗
原
二
〇
六
六
番
地
二

岐
阜
県
岐
阜
市
下
奈
良

二
丁
目
二
番
一
号

住

所

岐
阜
県
不
破
郡
垂
井
町

栗
原
二
〇
六
六
番
地
二

岐
阜
県
関
市
桐
ケ
丘
三

丁
目
二
番
地

事
務
所
の
所
在
地

大
垣
市
、
海
津
市
、

養
老
郡
、
不
破
郡
、

安
八
郡
、
揖
斐
郡

関
市
、
美
濃
市
、
美

濃
加
茂
市
、
可
児
市
、

郡
上
市
、
加
茂
郡
、

可
児
郡

指
定
に
係
る
地
域

目

次

公

示

○
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
の
指
定

(

労
働
雇
用
課)

一
ペ
ー
ジ

公

示

○
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
の
指
定

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
三
十
三
条
の

規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
三
十
五
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

( ) 平成20年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
�

�
岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
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平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
印
刷

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


